
精
神
保
健
医
療
体
制
の
推
進

～
措
置
入
院
者
等
が
退
院
後
も
必
要
な
医
療
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
地
域
で
暮
ら
せ
る

支
援
体
制
の
整
備
に
向
け
て
～

平
成

2
8
年

8
月

2
1
日

兵
庫

県
健

康
福

祉
部

資
料

５



明
石

市
洲

本
市

兵
庫

県
の

概
況

・
人
口

5
5

4
万

人
（
全

国
７
位

）
・
面
積

8
,4

0
1

km
²（
全
国

1
2
位

）

・
健
康

福
祉

事
務
所
（
保
健

所
）
１
３
カ
所

（
１
政

令
市

及
び
３
中

核
市
に
保
健

所
あ
り
）

・
精
神

科
病

床
を
有
す
る
病
院

数
4

3
病

院

・
精

神
病
院

入
院
者

1
0

,3
2

3
人
（

H
2

7
年

6
月

3
0
日
）

・
措

置
入

院
者

4
8
名
（

H
2

7
年

度
。
神
戸

市
を
除
く
）

【
平

均
措

置
入

院
期
間

6
1

.8
日
】

※
中

核
市

内
の

措
置

入
院

者
1

2
名

を
含

む
。

2



洲
本
事
案
の
概
要

・
平

成
2

7
年

3
月

9
日

に
洲

本
市

で
５
名

が
殺

害
さ
れ

る

・
近

隣
に
住

む
4

0
歳

男
性

が
逮

捕
さ
れ

る

・
こ
の

男
性

は
過

去
に
２
回

の
措

置
入

院
歴

あ
り

3



洲
本
事
案
に
お
け
る
主
な
課
題

必
要

な
医

療
を
継

続
す
る
た
め
の

支
援

•
医
療

中
断

し
た
こ
と
、
本
人
が
居
所
不
明

と
な
っ
た
こ
と
、
生
活

保
護
を
継
続
受

給
し
な

か
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
転
居
前
の
よ
う
な
関

係
者
（医

師
、
訪
問
看

護
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー

カ
ー
等

）
に
よ
る
支

援
が
継

続
さ
れ
な
か
っ
た
。

関
係

機
関

の
情

報
共

有

•
転
居

先
の

洲
本

健
康
福

祉
事
務
所
、
警
察
、
医
療
機
関

は
、
転
居
前

の
段
階
か
ら
情

報
を
共
有

を
し
て
い
た
が

、
市
町

と
は
情
報
を
共
有
し
て
い
な
か

っ
た
。

4



転 居

健
康

福
祉

事
務

所
転

居
先

健
康

福
祉

事
務

所

家
族

医
療
機
関

警
察

居
所

不
明

市
役
所
（
生
活
保
護
）

転
居

前
と
転
居

後
の

支
援
状
況

市
役
所

転
居

先
健

康
福

祉
事

務
所

警
察

本
人

/家
族

連
携

な
し

※
転

居
し
た
情

報
が

入
ら
ず

連
携

転
居
前

転
居

後

友
人

本
人

5



兵
庫
県
精
神
保
健
医
療
体
制
検
討
委
員
会
に
つ
い
て

氏
名

役
職

青
木

聖
久

日
本

福
祉

大
学

教
授

影
山

任
佐

東
京

工
業

大
学

名
誉

教
授

、
精

神
科

医

田
中

究
【
座

長
】

県
立

光
風

病
院

長
、
精

神
科

医

長
尾

卓
夫

（
一

社
）
兵

庫
県

精
神

科
病

院
協

会
会

長
、
精

神
科

医

丸
山

英
二

神
戸

大
学

大
学

院
法

学
研

究
科

教
授

米
靖

弘
（
公

社
）
兵

庫
県

精
神

福
祉

家
族

会
連

合
会

会
長

１
．
開

催
経

過

第
1
回

平
成

2
7
年

5
月

2
8
日

健
康

福
祉

事
務

所
の

対
応

経
過

等
第

2
回

平
成

2
7
年

7
月

2
3
日

洲
本

事
案

の
検

証
等

第
3
回

平
成

2
7
年

8
月

2
0
日

医
療

中
断

予
防

の
取

組
等

第
4
回

平
成

2
7
年

1
1
月

1
9
日

委
員

会
か

ら
の

提
言

（
案

）
と
り
ま
と
め

２
．
委

員
会

の
メ
ン
バ

ー

6



兵
庫
県
精
神
保
健
医
療
体
制
検
討
委
員
会
か
ら
の
提
言

（平
成

27
年

12
月
）

①
医

療
中
断
の

予
防

•
医
療
機
関
と
の

連
携

•
医
療
中
断
前

の
介
入

•
家
族
支
援
の

充
実

②
関
係

機
関

の
連
携

強
化

•
個
別

化
し
た
支

援
計

画
・
評

価
の
実

施

•
役
割

の
明

確
化
と
情

報
共

有

③
相
談
体

制
の

充
実

•
相
談

し
や

す
い

窓
口

の
充

実

•
マ
ン
パ
ワ
ー
の

確
保

と
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
能

力
の

向
上

④
普

及
啓
発

の
推

進

•
当
事

者
、
家

族
、

支
援

者
に
対
す

る
精

神
障
害

の
正
し
い
理

解
の

普
及

7



8

措
置
入
院
者
等
の
地
域
支
援
体
制
の
整
備
（H

28
.4
月
～
）

①
継

続
支

援
チ
ー
ム
の

設
置

【
健

康
福

祉
事

務
所

】

【
構

成
員

】
健

康
福

祉
事

務
所

長
、
健

康
福

祉
事

務
所

保
健

師
、
顧

問
医

・精
神

科
主

治
医

、
精

神
保

健
福

祉
セ
ン
タ
ー
職

員
等

【
役

割
】

措
置

入
院

中
か

ら
病

院
を
訪

問
し
、
面

接
等

を
実

施
、
関

係
機

関
へ

の
連

絡
調

整
に
よ
る
状

況
把

握
等

（
随

時
）

②
県

継
続

支
援

連
絡

会
の

設
置

【
精

神
保

健
福

祉
セ
ン
タ
ー
】

【
構

成
員

】
精

神
保

健
福

祉
セ
ン
タ
ー
の

医
師

、
保

健
師

、
精

神
保

健
福

祉
士

、
心

理
士

等

【
役

割
】

継
続

支
援

チ
ー
ム
の

活
動

状
況

の
助

言
（
随

時
）
、
継

続
支

援
に
関

す
る
研

修
会

の
実

施
（
年

１
回

）

③
精

神
障

害
者

地
域

支
援

協
議

会
の

設
置

【
構

成
員

】
健

康
福

祉
事

務
所

、
精

神
保

健
福

祉
セ
ン
タ
ー
、
市

町
、
こ
ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
、
医

療
機

関
、
警

察
署

、

障
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
事

業
所

、
民

生
委

員
、
児

童
委

員
、
精

神
障

害
者

相
談

員
等

【
役

割
】
精

神
障

害
者

地
域

支
援

協
議

会
を
開

催
し
、
関
係

機
関

と
互
い
に
情

報
を
共

有
（
年

１
回

程
度

）

・
行

政
・
警

察
・
医

療
連

絡
会

議
の

開
催

（
年

１
回

程
度

）

・
地

域
移

行
・
地

域
定

着
連

絡
会

議
の

開
催

（月
１
回

程
度

）

・
個

別
事

例
検

討
会

の
開

催
（
随

時
）

【
医

療
中

断
予

防
と
関

係
機

関
の

連
携

強
化

を
目

指
し
て
】



措
置
入
院
者
等

継
続
支
援
体
制

イ
メ
ー
ジ
図

健
康

福
祉

事
務

所

継
続
支
援
チ
ー
ム

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

県
継
続
支
援
連
絡
会

健
康
福
祉
事
務
所
【
事
務
局
】

精
神
障
害

者
地
域
支
援
協
議
会

行
政
警

察
医
療
連
絡
会
議

地
域
移
行

地
域
定
着
連
絡
会
議

個
別

事
例
検
討
会

市
町

ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
等

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

警
察

こ
ど
も
家
庭
Ｃ

精
保
Ｃ

医
療
機
関
等

民
生
委
員
等

健
康

福
祉

事
務

所

継
続
支
援
チ
ー
ム

精
神
障
害
者

地
域
支
援
協
議
会

ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞｨ
ﾈ
ｰ
ﾄ

助
言
指
導

援
助
依
頼

9



本
人
・
家
族

市
町

ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
等

事
業
所

訪
問
看
護
Ｓ
Ｔ

医
療
機
関

【
健
康
福
祉
事
務
所
】

継
続
支
援
チ
ー
ム

【
構
成
員
】

健
康
福
祉
事
務
所
長

健
康
福
祉
事
務
所
保
健
師

顧
問
医
・
精
神
科
主
治
医

精
神
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
職
員 等

検
討
会
議
開

催
（
月
１
回
程
度

）
○
状
況
把
握

○
方
針
決
定

/支
援
評
価

○
役
割
の
明
確
化

○
転
居
時
の
引
き
継
ぎ

訪
問
等

措
置
入
院
中
か
ら
の
病
院
訪

問
・
面
接
等
の

実
施

関
係
機
関
へ
の
連
絡
調
整
に
よ
る
状
況

把
握

※
健

康
福

祉
事
務

所
の
重

要
な
役
割
＝
支
援
体

制
の

構
築 1
0



平
成
2
8
年

度
精
神

障
害

者
継
続

支
援

チ
ー
ム
活
動

状
況
（
4
月
～
6
月
）

※
緊

急
に
調

査
し
て
確

認
し
た
状

況
で
あ
り
、
今

後
修

正
が
あ
り
う
る
。

訪
問

所
内

面
談

電
話

相
談

訪
問

所
内

面
談

電
話

相
談

病
院

そ
の

他

措
置
入
院

10
21

0
3

8
1

6
32

12

医
療

保
護
入

院
4

7
0

2
2

0
2

12
5

在
宅

19
45

8
9

5
2

9
22

51

合
計

33
73

8
14

15
3

17
66

68

対
象

者
の

状
況

（開
始

時
）

対
象

人
数

継
続

支
援

チ
ー
ム

に
よ
る
状

況
把

握

本
人

支
援

家
族

支
援

関
係

機
関

調
整

（電
話

連
絡

含
む

）

1
1



継
続
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
取
組
に
お
け
る
課
題

①
本
人

の
理

解
と
納
得

を
前
提
と
す
る
支
援
（薬

物
依
存

・触
法
患

者
等
困

難
事
例

）

②
継
続

支
援

の
期

間

③
異
な
る
家

族
関

係
、
在
宅
支
援
を
行
う
社

会
資
源
（訪

問
看
護
等
）
の
地

域
差

④
健
康

福
祉

事
務

所
の
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足

⑤
県
外

や
神

戸
市

・
中
核
市
か

ら
の
転
入
時
に
支

援
の

情
報
が

不
足
す
る
可
能

性

1
2



継
続
支
援
体
制
の
構
築
事
業
に
お
け
る
国
へ
の
要
望

（兵
庫
県
精
神
保
健
医
療
体
制
検
討
委
員
会
か
ら
の
提
言
よ
り
）

措
置
入

院
者
等

重
篤

な
精
神

障
害
者

に
対

す
る
支

援
体
制
の

構
築

市
町

に
お
け
る
精

神
保

健
（
医
療

）
相
談

の
義

務
化

医
療
観
察
法
に
お
い
て
は
、
徹
底
し
た
個
別
支
援
と
関
係
者
に
よ
る
手
厚
い
支
援
が
行

わ
れ
て
い
る
。
措
置
入
院
者
等
の
重
篤
な
精
神
障
害
に
よ
り
入
院
し
た
患
者
に
お
い
て
も
、

同
法
に
準
じ
た
多
職
種
チ
ー
ム
に
よ
る
支
援
が
で
き
る
体
制
を
要
望
す
る
。

精
神
障
害
者
は
、
適
切
な
医
療
が
継
続
し
て
提
供
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
障
害
程
度

が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
医
療
中
断
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
身
近
な
窓
口
で
あ
る
市
町

に
お
い
て
、
現
行
の
福
祉
相
談
の
み
で
な
く
、
精
神
保
健
（医

療
）に

か
か
る
相
談
に
つ
い

て
も
義
務
化
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

1
3



精神障害者継続支援チーム設置要綱 

 
（目的） 
第１条 措置入院者等の重篤な精神障害者が、必要な医療や支援を途切らせる

ことなく地域で暮らせる支援体制を構築するため、健康福祉事務所（保健所）

に「精神障害者継続支援チーム」（以下、「継続支援チーム」という。）を設置

する。 
 
（構成員） 
第２条 継続支援チームの構成員は以下の職員で構成する。  
（１）健康福祉事務所長（保健所長） 
（２）健康福祉事務所（保健所）地域保健課長及び地域保健専門員 
（３）健康福祉事務所（保健所）職員 
（４）顧問医、精神科主治医等 
（５）精神保健福祉センター職員 
（６）その他、健康福祉事務所長（保健所長）が必要と認めた者 

 
（対象者） 
第３条 継続支援チームが支援する対象者は以下のとおりとする。 
 （１）健康福祉事務所（保健所）が入院措置した措置入院者（ただし、緊急

措置入院等短期入院者を除く） 
 （２）保健所を設置する市管内における通報等を経て県が入院措置したもの

のうち、住所地が健康福祉事務所管内にある措置入院者 
 （３）その他、精神疾患に対する病識が低く医療中断の可能性が高いことが

予測される等、継続支援が必要であると健康福祉事務所長（保健所長）

が認める者 
 
（支援期間） 
第４条 継続支援チームの支援期間は、入院措置日から対象者が地域生活を安

定して過ごせるまでの期間とし、継続支援チーム検討会議を経て健康福祉事

務所長（保健所長）が決定する。 
 
（支援内容） 
第５条 継続支援チームの支援内容は以下のとおりとする。 
 （１）対象者の状況及び支援状況の把握（月１回程度） 
   ア 対象者の入院中からの病院訪問や家族面接、家庭訪問等の相談対応 
   イ 関係機関との連絡調整 

KMUFS
テキストボックス
【参考】



 
 （２）継続支援チーム検討会議の開催（月１回程度） 
  ア 対象者の個別対応方針の決定 
  イ 継続支援状況の評価及び個別対応方針の修正 
  ウ 関係機関の役割の明確化 
（３）精神障害者地域支援協議会等を活用した関係機関との情報共有及び役割

の明確化の徹底 
（４）「県継続支援連絡会」（精神保健福祉センター）との連携 
（５）対象者の転居時等の移管先健康福祉事務所（保健所）への引継連絡票（様

式１）送付による支援継続の徹底    
（６）その他、対象者の地域定着にかかる事項 

 
（個人情報の取り扱い） 
第 6 条 個人情報の保護に関する条例（平成８年兵庫県条例第２４号）第１３

条に基づき、個人情報収集の目的内使用であれば第三者への提供は可能であ

るが、取り扱いには十分に配慮すること。特に守秘義務の課せられていない

支援者へ情報提供する場合には、個人情報を慎重に取り扱う必要があること

を周知すること。 
 
（補則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
 
 

附 則 
１ この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 



　（様式１）

  平成○○年○月○日　　
○○健康福祉事務所長　様

○○健康福祉事務所長　

続柄：

通院頻度

/月

支援頻度

氏名 男・女 家族状況

引　継　連　絡　票

　　　以下の対象者について引継連絡票を送付します。

継続支援開始日

個　人　情　報

転居予定日平成○○年○月○日～ 平成○○年○月○日

生年月日 　S・H  　　年　月　日 　　歳

住所
TEL：

家族等
連絡先 TEL：

医　療　情　報

通院先
主治医

TEL：

個　別　対　応　方　針

課題・目標

主治医意見・
方針

本人状況
病識  （あり・乏しい・なし・不明）、治療意欲（あり・乏しい・なし・不明）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

診断名：

関係機関名 担当者 支　援　内　容　（役　割）

○○健康福祉
事務所

△市町保護課

○病院/訪看

△障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業所

精神保健福祉ｾﾝ
ﾀｰ

○○こども家庭
ｾﾝﾀｰ

民生・児童委員

顧問医意見

その他留意事項

精神障害者
ピアサポーター



　（様式１）

※サンプル

　平成28年5月12日

△△健康福祉事務所長　様
Ａ健康福祉事務所長　

続柄：

通院頻度

２/月

支援頻度

状況把握
１/月

１/月

適宜

１/週

適宜

適宜

適宜

適宜

氏名 　兵庫
ヒョウゴ

　太郎
タロウ

男 家族状況

引　継　連　絡　票

　　　以下の対象者について引継連絡票を送付します。

継続支援開始日

個　人　情　報

平成28年4月1日～ 転居予定日 平成28年6月1日

生年月日 　S 53年　2月　1日 37　歳

住所
神戸市中央区下山手通５－１０－１

TEL：○○○-△△-××××

家族等
連絡先

　兵庫　花子 母

主治医意見
・方針

本人状況
病識  （あり・乏しい・なし・不明）、治療意欲（あり・乏しい・なし・不明）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

TEL：○○○-△△-××××

医　療　情　報

通院先
PSW

鈴木田中

個　別　対　応　方　針

課題・目標 服薬中断及び母との関係悪化による孤立化の防止

関係機関名 担当者 支　援　内　容　（役　割）

Ａ健康福祉
事務所

Ａ保健師
○○○-××-△△

全般的な状況把握と関係機関調整

Ｂ市保護課
Ｂ CW

○○○-××-△△
日常生活（生活保護）に関する相談

Ｂ市地域包括支
援

Ｃ 相談員
○○○-××-△△

母の日常生活（介護問題等）に関する相談

Ｃ訪看
Ｄ Ns

○○○-××-△△
訪問時の服薬指導及び生活状況の確認

訪問等による相談対応及び必要時の関係機関のつなぎ

Ｄ障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業所

Ｅ 相談員
○○○-××-△△

日常生活（福祉サービス）に関する相談・居場所の提供

精神保健福祉ｾﾝ
ﾀｰ

Ｆ PSW
○○○-××-△△

各機関の援助のあり方についての指導等

６/１を目途に転居予定。
母との関係性により不安定になりやすいため、第三者による見守りが必要。

【診断名：統合失調症】病識・治療意欲ともにあるが、服薬の自己管理が難しい
場合がある。母との関係も良好ではなく不安定になりやすい。
確実な服薬及び通院医療を確保する必要有。

　県立Ａ病院

　TEL：○○○-△△-××××

主治医

顧問医意見 上記体制による継続支援が必要

その他留意事項

民生・児童委員
Ｇ 氏

○○○-××-△△
本人・母の相談対応及び地域住民の中の見守り

精神障害者
ピアサポーター

Ｈ 氏
○○○-××-△△



精神障害者地域支援協議会設置要綱 

 
（目的） 
第１条 精神障害者が地域で安心して暮らせる支援体制の構築に向けて、関係機

関の役割を明確にするとともに情報共有による連携を強化するため、精神障害

者地域支援協議会（以下、協議会という。）を設置する。 
 
（設置場所） 
第２条 原則として健康福祉事務所（保健所）ごとに設置する。 
 
（運営） 
第３条 協議会は以下のとおり運営する。 
 （１）協議会は、別表１に掲げる者のうちから健康福祉事務所長（保健所長）

が決定する。 
 （２）協議会の開催にかかる構成員の召集は健康福祉事務所長（保健所長）が

行う。 
 
（所掌事務） 
第４条 協議会は、以下の事務を所掌する。 
（１）精神障害者の地域支援にかかる課題の抽出 
（２）地域課題に対する対応方策の検討及び方針決定 
（３）各機関の役割の明確化と情報共有 
（４）その他、精神障害者の地域支援にかかる事項 

 
（連絡会議等） 
第５条 協議会の中に以下の連絡会議等を設置する。 
 （１）行政・警察・医療連絡会議 
   ア 所掌事務 
   （ア）精神科救急医療体制の現状と課題の検討 
    （イ）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 23 条の通報手続きに

関する検討 
    （ウ）その他、行政・警察・医療機関の連携に必要な事項の検討 
   イ 構成員 

別表２に掲げる者のうちから健康福祉事務所長（保健所長）が決定する。 
    
（２）地域移行・地域定着連絡会議 
  ア 所掌事務 

（ア）精神障害者の地域移行・地域定着に関する現状と課題の検討 



   （イ）精神障害者の地域移行にかかる目標の共有と連携強化 
（ウ）精神障害者の地域定着の促進と、地域で安心した生活を送り続ける

ための方策についての検討 
   （エ）その他、地域移行・地域定着の推進に必要な事項の検討    
  イ 構成員 

別表３に掲げる者のうちから健康福祉事務所長（保健所長）が決定する。 
（３）個別事例検討会 

必要に応じ、調整困難な事例においては、精神障害者の地域生活を支援す

る関係者による個別事例検討会を開催し、精神障害者が地域で安心して生活

するための方策について検討する。 
 
（守秘義務の徹底） 
第６条 協議会及び連絡会議等の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、また、同様とする。 
 
（庶務） 
第７条 協議会及び連絡会議等の庶務は、健康福祉事務所（保健所）において処

理する。なお、協議会及び連絡会議等の開催にあたり管轄内で既存の会議等が

ある場合には、その場を活用することも妨げない。 
 
（補則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
 
 
 

附 則 
１ この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別表１（第３条関係） 
健康福祉事務所（保健所） 
精神保健福祉センター 
市町 
こども家庭センター 
医療機関 
警察署 
障害福祉サービス事業所 
民生委員・児童委員 
精神障害者相談員・精神障害者ピアサポーター 
その他、健康福祉事務所長（保健所長）が必要と認めたもの 

 
 
別表２（第５条関係） 
健康福祉事務所（保健所） 
精神保健福祉センター 
警察署 
医療機関 
市町 
その他、健康福祉事務所長（保健所長）が必要と認めた者 

 
 
別表３（第５条関係） 
健康福祉事務所（保健所） 
精神保健福祉センター 
市町 
医療機関、訪問看護事業所 
障害福祉サービス事業所等 
精神障害者相談員・精神障害者ピアサポーター 
その他、健康福祉事務所長（保健所長）が必要と認めた者 

 
  























































要旨 1 
 

兵庫県精神保健医療体制検討委員会からの提言（要旨） 

 

Ⅰ 兵庫県の精神保健医療体制の現状 

 

Ⅱ 洲本事案における事件発生に至るまでの健康福祉事務所の対応 

 

Ⅲ 課題 

１ 医療中断の予防 

（1）医療機関との連携 
   要支援者の孤立化と医療中断を予防するため、患者の入院中から健康

福祉事務所と医療機関が密接な連携を図る必要がある。措置入院者につ

いては入院形態変更後も行政と医療機関とが情報共有し、支援を継続し

なければならない。医療保護入院者については、退院支援委員会への支

援者の積極的な参加等を通じ、退院時の情報共有の徹底が必要である。 

（2）医療中断者への介入 
  医療中断者への強制的な介入は困難であるため、医療中断に至る前に

本人や家族が相談しやすい体制を整えておくことが大切である。万一、

医療中断し症状悪化の際には、構築した見守り体制の中で、受診の契機

を逃さないよう各機関が協力し合うことが必要である。 
（3）家族支援の充実 

ア 家族の孤立化の防止 

周囲の無理解や SOS 発信へのためらいによる家族の孤立化を防ぐた

めに、早期に支援者が介入することが重要である。 
イ 家族が疲弊しないための継続した専門的支援 

当事者だけではなく、家族の心身の健康問題にも対応できるような

継続した専門的支援が必要である。 
（4）複雑困難事例に対する支援体制の構築 

医療中断リスクの高い複雑困難事例には、より特化した支援体制の構

築が必要である。また、医療観察法に基づく指定医療入院機関の整備も求

められる。 

 

２ 関係機関の連携強化 

（1）個別化した支援計画と支援評価の実施 
支援者は、要支援者の個別支援計画の立案、各関係機関との情報共有

の徹底、定期的な支援状況評価を実施する必要がある。 

（2）関係機関の役割の明確化と情報共有 
      関係機関がそれぞれの機能を十分に発揮するために、支援計画立案時

における各機関の役割の明確化と、継続した情報共有が必要である。 

（3）情報共有における個人情報の取り扱い 
      関係者が慎重に個人情報を取り扱うとともに、支援者間における個人 
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情報に関する情報提供の範囲等についてあらかじめ取り決めておく必要

がある。 

 

３ 相談体制の充実 

  （1）相談しやすい窓口（居場所）の充実 

精神障害者や家族が安心して地域で暮らすためには、精神障害者や家族

が躊躇せず気軽に集い、周囲とつながっている安心感を抱きつつ相談でき

る場の充実が必要である。 

（2）健康福祉事務所職員のコーディネート能力の向上 

各関係機関がその機能を十分に発揮し連携をより緊密化するために、健

康福祉事務所職員のコーディネート能力の一層の向上が求められる。 

（3）健康福祉事務所のマンパワー確保 

個別の事案にきめ細かく適切に対応するため、市町等との一層の連携を

図るとともに、保健師等のマンパワー確保による健康福祉事務所の体制強

化が必要である。 

（4）精神障害者に対応可能な事業所等の拡充 

健康福祉事務所や市町は、日頃の精神保健福祉活動や研修等を通じて、

事業所等に対して対応技術の習得等を図り、精神障害者に対応可能な事業

所等の拡充を促進し、地域間の偏在を解消していく必要がある。 

（5）精神障害者相談員等の活動の活性化 

 精神障害者相談員や精神障害者ピアサポーター等当事者による支援は  

要支援者が地域で安心した生活を送り続ける上で大きな支えとなるこ

とから、相談員等による活動の一層の活性化やより活動しやすい環境の

整備等が求められる。 

 

４ 普及啓発の推進 

（1）精神障害への偏見をなくすための啓発 

精神障害について、当事者や家族も含めたすべての人が正しい理解を深

め、精神障害への偏見をなくすための啓発が必要である。 

（2）障害福祉サービス事業所等の理解促進 

   訪問看護ステーションや障害福祉サービス事業所等に対して、精神障害

への正しい理解を深めていくための働きかけが必要である。 

 

Ⅳ 今後の取組 

１ 医療中断の予防と関係機関の連携強化【措置入院者等継続支援体制の整備】 
(1) ｢継続支援チーム｣の設置（各健康福祉事務所） 

 措置入院者等に対し、地域生活支援に関する個別対応方針の決定、継続

支援状況の評価等を行い、退院後も継続的に支援する。対象者が管外の地

域へ転居した場合には、転居先の住所地を管轄する健康福祉事務所の継続

支援チームへ確実に引き継ぎ、継続支援を実施する。 
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（2）「県継続支援連絡会」の設置（県精神保健福祉センター） 
各健康福祉事務所の「継続支援チーム」の活動状況を把握し、個別対応

方針や継続支援評価への助言等を行う。また、全県課題を抽出した上で課

題解決に向けた研修会や事例検討会の実施や多職種専門チーム（精神科医、

心理士、精神保健福祉士等）による支援を行う。 

（3）「精神障害者地域支援協議会」の設置（各健康福祉事務所） 
関係機関を招集し、各地域の精神保健福祉に関する地域課題を抽出、対

応方策の検討及び方針決定を行う（従前の地域協議会を再編）。 
(4) 連絡会議等の開催 

「行政・警察・医療連絡会議」では地域の精神科救急医療体制の課題等に

ついて、「地域移行・地域定着連絡会議」では精神障害者が地域で安心した

生活を送るための対策について検討する。さらに必要に応じて、専門職チー

ムによる個別事例検討会や訪問等アウトリーチ支援を実施する。 
(5) 健康福祉事務所、県精神保健福祉センターにおけるマンパワーの確保 

体制強化のため、一層のマンパワー確保を図り、措置入院者への入院中

からの支援と、関係機関相互の適切なコーディネートの実施により、「継

続支援チーム」等の円滑な運営を行う。 

 
【措置入院者等継続支援体制イメージ図】 

 

 ２ 相談体制の充実 

  （1）相談しやすい窓口（居場所）の充実 

       障害福祉サービスの受け皿が少ない週末などに、精神障害者相談員等支

援者による、当事者や家族が気軽に相談できる窓口（居場所）を設置する。 
(2) 健康福祉事務所による相談体制の強化 

健康福祉事務所の相談機能を高め、個別の事案にきめ細かく適切に対応

できるよう、保健師等のマンパワーの確保による相談体制の強化や研修の

県精神保健福祉センター 

県継続支援連絡会 

健康福祉事務所(保健所) 

継続支援チーム    

援助依頼 

助言・指導 

健康福祉事務所【事務局】 

行政・警察・医療連絡会議 
地域移行・地域定着連絡会議 

※必要に応じ専門職チームによる
「個別事例検討会」を開催 

 県精神保健福祉センター 

 こども家庭センター 

 障害福祉サービス事業所等 
 警 察 

 精神障害者相談員等  

 民生委員 児童委員 

 医療機関・訪看 ST 

 市 町 
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実施による相談支援対応能力等の一層の向上を図る。 

  (3) 精神障害者に対応可能な事業所等の拡充 

精神障害者への支援実績が少ない事業所等に対し、精神障害についての

正しい知識や対応技術習得を目的とした研修を実施する。 

(4) 精神障害者相談員、精神障害者ピアサポーターによる支援の充実 

健康福祉事務所等が相談員やピアサポーターとの連携強化を図るとと

もに、相談員等の活動の場を拡充し、支援の充実を図る。 

 

３ 普及啓発の推進 

（1）精神障害への偏見をなくすための啓発 

ア 当事者・家族に対する啓発 

当事者や家族が悩みを抱え込んだり躊躇することなくSOSを発信でき

るよう、当事者・家族への研修会を実施する。 

  イ 地域住民、民生委員・児童委員等に対する啓発 

精神障害や当事者への理解を深め、地域や当事者・家族双方が互いに

安心感を持ちながら地域生活を維持するために、地域住民等への研修会

を実施する。 

   ウ 子どもたちに対する啓発 

    精神障害への差別、偏見を生まないために、教育関係機関や障害福祉

サービス事業所等と連携し、小・中学生等を対象として精神障害に関す

る学習会等を実施する。 

（2）障害福祉サービス事業所等の理解促進 

事業所等に対し、精神障害に関する正しい知識の習得や対応等に関する

専門的な技術の向上を目的とした人材育成研修を実施する。 

 
４ 国への要望 

（1）措置入院者等重篤な精神障害者に対する支援体制の構築 

   措置入院者等の重篤な精神障害により入院した患者においても、医療観

察法に準じた多職種チームによる支援ができる体制を要望する。 

（2）市町における精神保健（医療）相談の義務化 

  医療中断を予防するためには、身近な窓口である市町において、現行の

福祉相談のみでなく、精神保健（医療）にかかる相談についても義務化す

ることを要望する。 

（3）精神障害者相談員制度の法制化と精神障害者ピアサポーター雇用促進制

度等の構築 

精神障害者相談員制度の法制化を図るとともに、地域移行・地域定着支

援を一層推進するため、精神障害者ピアサポーターの雇用促進及び安定雇

用を図るための制度の構築を要望する。 


